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令和４年度 個人情報保護制度の運用状況 

 

 

 

１ 個人情報取扱事務の届出状況 

  個人情報を取り扱う事務の実施機関別の届出状況は、表１のとおりです。 

 

  表１                                  

（単位：件） 

実施機関 
届出件数 

現在数 
開始 変更 廃止 

市 
 
 

長 

会 計 室 ０ ０ ０ ４ 

市 長 室 ０ ５ ０ １４ 

総 務 企 画 局  ０ ０ １ ９ 

財 政 局 ０ ５ ０ ２３ 

市 民 局 ４ １８ ３ ７２ 

こ ど も 未 来 局  ６ ３６ ０ ９８ 

福 祉 局 ５ １２ ０ ９１ 

保 健 医 療 局  ４ １３ １ １３１ 

環 境 局 ０ ２０ ５ ５７ 

経 済 観 光 文 化 局 ０ ４ ０ ３７ 

農 林 水 産 局  ０ ３ ０ ３１ 

住 宅 都 市 局  ０ ２０ ３ ８８ 

道 路 下 水 道 局  １ ６  ３ ４５ 

港 湾 空 港 局  ２ １ ０ １９ 

区 役 所 ０ ２ ２ ３ 

小 計 ２２ １４５ １８ ７２２ 

議 長 ０ ０ ０ ４ 

教 育 委 員 会 ０ １２ ０ ５５ 

選挙管理委員会（市・各区） ０ ９ ０ １３ 

人 事 委 員 会 ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員  ０ １ ０ １ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ４ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ １ 

公営企業 

管 理 者 

水 道 局 ８ ２ ０ ３６ 

交 通 局 ８ ２ ０ １４ 

消防長 消 防 局 ０ ３ １ ３８ 

地方独立行政法人福岡市立病院機構 ０ ０ ０ １ 

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社  ０ ０ ０ ６ 

合           計 ３８ １７４ １９ ８９５ 

備考  現在数とは、令和５年３月31日現在の取扱件数をいう。 
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２ 保有個人情報の開示の請求等の状況 

 

（１）保有個人情報の開示の請求 

   保有個人情報開示の請求件数とその処理状況は、表２のとおりです。 

 

 表２ 

                                           （単位：件） 

年
度 

請 求 

件 数 

処  理  状  況  

開 示 
一部 

開示 

非 開 示 

却下 
期間 

延長 

期限の

特例 
取下げ 非開示 

情  報 
不存在 

存否応答

拒 否 

Ｒ３ ３３８ １２８ １３０ ２ ８３ ０ ２ ３３ ０ ８ 

Ｒ４ ４１３ １５８ １６６ ６ ８６ ０ ０ ３４ ０ １４ 

 備考 

１件の請求で複数の決定をしているものがあるため、請求件数と処理状況の件数の合計は一致しません。 

 

 

 

（２）保有個人情報の訂正の請求 

   保有個人情報訂正の請求件数とその処理状況は、表３のとおりです。 

 

  表３ 

（単位：件） 

年 度 
請 求 

件 数 

処  理  状  況 

訂正 一部訂正 訂正拒否 却下 取下げ 

Ｒ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ４ ６ １ ０ ５ ０ ０ 

 

 

 

（３）保有個人情報の利用停止の請求 

   保有個人情報利用停止の請求件数とその処理状況は、表４のとおりです。 

 

  表４ 

（単位：件） 

年度 
請 求 

件 数 

処  理  状  況 

利用の停止 消去 提供の停止 利用停止拒否 却下 取下げ 

Ｒ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
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３ 実施機関別の保有個人情報の開示の請求件数及びその処理状況 

  実施機関別の請求件数は、表５のとおりです。 

 

表５ 

                                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 

請求件数 処  理  状  況 

Ｒ３ Ｒ４ 開示 
一部 

開示 

非 開 示 

却下 
取下

げ 
非開示

情  報 

不存

在 

存否

応答

拒否 

市 
 
 
 

長 

会 計 室 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 長 室 ２ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ 

総務企画局 ４ ９ ５ ４ ０ ５ ０ ０ ０ 

財 政 局 ３ ４ ２ ０ ０ ２ ０ ０ ０ 

市 民 局 ６ ７ ５ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

こども未来局 １２ ２１ ０ １６ ２ ３ ０ ０ １ 

福 祉 局 
７５ 

６７ ５３ ７ ０ ６ ０ ０ １ 

保健医療局 ６ ５ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

環 境 局 ０ ５ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

経済観光文化局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農林水産局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

住宅都市局 ４ ２６ １２ ９ ０ ５ ０ ０ ０ 

道路下水道局 １ ３ ２ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

港湾空港局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

区 役 所 １９２ ２３４ ５１ １１５ ２ ６３ ０ ０ ９ 

小   計 ２９９ ３８３ １３９ １５４ ４ ８５ ０ ０ １３ 

議 長 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

教 育 委 員 会 １５ １５ ７ ９ ２ １ ０ ０ １ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

人 事 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 営 企 業 

管 理 者 

水道局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

交通局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

消 防 長 消防局 ２２ １２ １２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

地 方 独 立 行 政 法 人 

福 岡 市 立 病 院 機 構 
１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社 １ ３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 長 以 外 小 計 ３９ ３０ １９ １２ ２ １ ０ ０ １ 

合 計 ３３８ ４１３ １５８ １６６ ６ ８６ ０ ０ １４ 

 備考 

１件の請求で複数の決定をしているものがあるため、請求件数と処理状況の件数の合計は一致しません。 
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４ 保有個人情報の複写の状況及びその費用の徴収状況 

  保有個人情報の複写の状況及びその費用の徴収状況は表６のとおりです。 

 

  表６ 

 

区   分 
令和３年度 令和４年度 

数 量 金 額 数 量 金 額 

用紙 

モノクロ ３，９７６枚 ３９，７６０円 ３，６４０枚 ３６，４００円 

カラー ５６枚 １，６８０円 １０９枚 ３，２７０円 

写真フィルム 

（印画紙に印画したもの） 
０枚 ０円 ０枚 ０円 

スライド 

（印画紙に印画したもの） 
０枚 ０円 ０枚 ０円 

ＣＤ－Ｒ ２枚 １４０円 ０枚 ０円 

ＤＶＤ－Ｒ ０枚 ０円 ０枚 ０円 

録音カセットテープ ０巻 ０円 ０巻 ０円 

ビデオカセットテープ ０巻 ０円 ０巻 ０円 

総 計 ４１，５８０円 ３９，６７０円 

備考 

    用紙に複写する場合 モノクロ１枚（片面）１０円、カラー１枚（片面）３０円、 

写真フィルム１枚３０円、スライド１枚８０円、 

ＣＤ－Ｒ１枚７０円、ＤＶＤ－Ｒ１枚１２０円、録音カセットテープ１巻１７０円、 

ビデオカセットテープ１巻１７０円。 

 

 

５ 不服申立ての件数及びその処理状況 

  保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する実施機関の決定や、不作為について不服がある

者は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。 

  令和４年度の不服申立ての件数とその処理状況は、表７のとおりです。 

 

  表７ 

                                                                  （単位：件） 

区  分 件数 

処  理  状  況 

認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 継続審議 
審議済 

未決定 

令和４年度 ４ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ 
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６ 個人情報保護審議会への諮問等の状況 

 

  個人情報保護審議会は、 

   ① 個人情報の取扱いについて意見を述べ、 

   ② 必要に応じて保有個人情報の維持管理に関する措置について報告を求め、及び意見を述べ、 

   ③ 諮問された審査請求事案について審議し、 

④ 個人情報保護制度の運用に関する重要事項について、諮問に応じて答申し、及び建議する 

ことができます。 

【福岡市個人情報保護条例第56条第２項】  

 

  ③について、 

令和４年度及び過年度分の不服申立てで、令和４年度に審議会で処理したもの等の概要は表８のとお

りです。 

 

表８ 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１６０号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「開示請求者が自書した特定補助事業関係書類に記載された個人情報」

の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和２年３月１０日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和３年３月３１日 

諮 問 年 月 日 令和３年４月２２日 

審 議 会 開 催 日 令和４年１月２６日、２月２８日、３月２９日、４月２２日 

答 申 年 月 日 令和４年５月２０日 

答 申 内 容 審査請求は、却下することが妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和４年６月１４日 

裁 決 内 容 却下 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１６１号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「開示請求者が自書した特定補助事業関係書類に記載された個人情報」

の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和２年３月１０日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和３年３月３１日 

諮 問 年 月 日 令和３年４月２２日 

審 議 会 開 催 日 令和４年１月２６日、２月２８日、３月２９日、４月２２日 

答 申 年 月 日 令和４年５月２０日 

答 申 内 容 審査請求は、却下することが妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和４年６月１４日 

裁 決 内 容 却下 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１６４号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「令和○年○月○日受付の市民相談処理カードに記載された個人情報」

の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（市長室広聴課） 

決 定 年 月 日 令和３年９月１３日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和３年９月２２日 

諮 問 年 月 日 令和３年１０月４日 

審 議 会 開 催 日 令和４年７月２９日、９月２８日 

答 申 年 月 日 令和４年１０月５日 

答 申 内 容 実施機関が行った開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和４年１１月４日 

裁 決 内 容 棄却 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１６５号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「特定の申し入れ書及び決裁文書一式並びに特定個人の連絡先が記載さ

れた文書」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局健康医療部健康増進課） 

決 定 年 月 日 令和３年９月１３日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和３年９月２８日 

諮 問 年 月 日 令和３年１０月２８日 

審 議 会 開 催 日 
令和４年９月２８日、１０月２６日、１１月３０日、１２月２１日、令

和５年２月１５日、３月１５日 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１６６号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「法人から市が受理した特定個人の事故に関する文書一式及び法人に対

して市が行った特定個人の事故に関するヒアリング記録等文書一式」の

開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局健康医療部健康増進課） 

決 定 年 月 日 令和３年１０月１４日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第２号、第３号、第６号 

・団体の職員等の氏名は個人情報であるため。 

・法人の内部運営情報は、公にしない条件で任意に提供されたものであ

るため。 

・開示することで、法人との率直な意見交換を妨げ、今後の業務遂行に

支障を生じる恐れがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和４年１月１２日 

諮 問 年 月 日 令和４年１月３１日 

審 議 会 開 催 日 
令和４年９月２８日、１０月２６日、１１月３０日、１２月２１日、令

和５年２月１５日、３月１５日 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１７０号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「道路反射鏡設置承諾書又は同趣旨の書類に記載された個人情報」の開

示請求 

実 施 機 関 福岡市長（南区地域整備部維持管理課） 

決 定 年 月 日 令和４年６月２８日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和４年９月１２日 

諮 問 年 月 日 令和４年１０月７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７１号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「開示請求者の戸籍附票の交付状況」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（南区市民部市民課） 

決 定 年 月 日 令和４年８月２日 

非 開 示 理 由 
一部開示決定 第２０条第３号 

・権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和４年１１月４日 

諮 問 年 月 日 令和４年１１月３０日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１７４号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「特定小学校における特定会議の記録に記載された個人情報」の開示請

求 

実 施 機 関 福岡市教育委員会教育長（教育委員会指導部小学校教育課） 

決 定 年 月 日 令和４年１０月１９日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年１月１２日 

諮 問 年 月 日 令和５年２月８日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７５号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「特定小学校における特定会議の記録に記載された個人情報」の開示請

求 

実 施 機 関 福岡市教育委員会教育長（教育委員会指導部小学校教育課） 

決 定 年 月 日 令和４年１０月１９日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第５号 

・審議、検討等に関する情報であって開示することにより、率直な意見

の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるた

め。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和５年１月１２日 

諮 問 年 月 日 令和５年２月８日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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④について、令和４年度に審議会で処理したもの等の概要は表９のとおりです。 

 

表９ 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１６７号） 

④個人情報保護制度の運用に関する重要事項についての諮問 

個人情報保護法の改正に伴う福岡市の個人情報保護制度における対応

について 

実 施 機 関 福岡市長 

諮 問 年 月 日 令和４年３月２２日 

答 申 年 月 日 令和４年１１月１７日 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１６８号） 

④個人情報保護制度の運用に関する重要事項についての諮問 

予防接種に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目評価

書）の点検について 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局（新型コロナウイルスワクチン接種担当）） 

諮 問 年 月 日 令和４年５月１０日 

答 申 年 月 日 令和４年６月１４日 

答 申 内 容 
適合性及び妥当性の観点から審査した結果、その記載内容は保護評価

指針に定める実施手順に適合し、妥当であると判断する。 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１６９号） 

④個人情報保護制度の運用に関する重要事項についての諮問 

介護保険に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目評価

書）の点検について 

実 施 機 関 福岡市長（福祉局高齢社会部介護保険課） 

諮 問 年 月 日 令和４年８月１０日 

答 申 年 月 日 令和４年１０月４日 

答 申 内 容 
適合性及び妥当性の観点から審査した結果、その記載内容は保護評価

指針に定める実施手順に適合し、妥当であると判断する。 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１７２号） 

④個人情報保護制度の運用に関する重要事項についての諮問 

予防接種に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目評価

書）の点検について 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局（新型コロナウイルスワクチン接種担当）） 

諮 問 年 月 日 令和５年１月１６日 

答 申 年 月 日 令和５年３月１３日 

答 申 内 容 
適合性及び妥当性の観点から審査した結果、その記載内容は保護評価

指針に定める実施手順に適合し、妥当であると判断する。 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１７３号） 

④個人情報保護制度の運用に関する重要事項についての諮問 

介護保険に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目評価

書）の点検について 

実 施 機 関 福岡市長（福祉局高齢社会部介護保険課） 

諮 問 年 月 日 令和５年１月１７日 

答 申 年 月 日 令和５年３月１３日 

答 申 内 容 
適合性及び妥当性の観点から審査した結果、その記載内容は保護評価

指針に定める実施手順に適合し、妥当であると判断する。 

 

７ 個人情報の取扱いに関する個人情報保護審議会への報告・照会・諮問等の状況 

個人情報の取扱いについて審議会の意見を聴く場合は、「個人情報保護事務取扱要綱第24 個人情報の

公益上の取扱いに関する事務処理」の定めるところにより行っています。 

 

（１）公益上の取扱いに関する基準に定める類型に該当する事案 

個人情報の取扱いを行った後に、原則として審議会へ事後の報告を行うこととしています。報告があっ

たものの概要については表１０のとおりです。 

 

表１０ 

 

（報告事案145号） 

取 扱 い の 概 要 

 九州厚生局及び福岡県が、保険医療機関等に対する指導または報告等に係る

業務を実施するに当たり、同法第114条第2項に基づく被保険者へ文書による質

問を行う必要が生じたため、被保険者の住所情報が必要になったもの。 

これにより、福岡県保健医療介護部医療保険課からの依頼に基づき、被保険

者の住所情報等の提供を行った。 

被保険者の住所情報等については、保険者からの提供以外に把握する方法が

なく、本市が提供しなければ当該業務に支障が生じるため、提供を行ったも

の。 

実 施 機 関  福岡市長（保健医療局総務部保険医療課） 

報 告 年 月 日  令和４年５月１０日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ｱ）①、② 】 

収集先（利用させる課） 保健医療局総務部保険医療課 

提供先（利用する課）  福岡県保健医療介護部医療保険課 
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（報告事案146号） 

取 扱 い の 概 要 

九州厚生局及び福岡県が、保険医療機関等に対し指導及び監査を実施するに

当たっては、保険診療の取扱い及び診療報酬の請求に関する事項について確認

する必要があることから、福岡県保健医療介護部医療保険課からの依頼に基づ

き、被保険者の診療報酬明細書（写）の提供を行った。 

診療報酬明細書については、保険者が管理しており、本市が提供しなければ

当該業務に支障が生じるため、提供を行ったもの。 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局総務部保険医療課） 

報 告 年 月 日 令和４年５月１２日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）①、②】 

収集先（利用させる課） 保健医療局総務部保険医療課 

提供先（利用する課）  福岡県保健医療介護部医療保険課 

 

（報告事案147号） 

取 扱 い の 概 要 

新型コロナウイルスワクチンの４回目接種にあたり、接種券一体型予診票お

よび接種の案内チラシを福岡市に住民票があるものに対し送付予定だが、視覚

障がい者に福岡市からの重要な郵送物であることを触って判別してもらうため

に、封筒に点字シールを貼付予定。 

したがって、対象者把握のため、障がい者部障がい企画課が所有する視覚障

がい者の氏名、生年月日、その他の情報の提供を受けたもの。 

実 施 機 関 福岡市長（保健医療局新型コロナウイルスワクチン接種担当） 

報 告 年 月 日 令和４年６月７日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 福祉局障がい者部障がい企画課 

提供先（利用する課）  保健医療局新型コロナウイルスワクチン接種担当 

 

（報告事案148号） 

取 扱 い の 概 要 

地下水汚染や土壌汚染が発見された場合に原因究明や周辺の地下水汚染状況

を把握する井戸水検査を実施するため、井戸所有者の情報が必要となる。 

入手した井戸所有者等のデータは、環境保全課において井戸水調査及び飲用

指導を行うために使用するもの。 

実 施 機 関 福岡市長（環境局環境監理部環境保全課） 

報 告 年 月 日  令和４年６月２０日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 水道局総務部営業企画課 

提供先（利用する課）  環境局環境監理部環境保全課 
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（報告事案149号） 

取 扱 い の 概 要 

地下水汚染や土壌汚染が発見された場合に原因究明や周辺の地下水汚染状況

を把握する井戸水検査を実施するため、井戸所有者の情報が必要となる。 

入手した井戸所有者等のデータは、環境保全課において井戸水調査及び飲用

指導を行うために使用するもの。 

実 施 機 関 福岡市長（環境局環境監理部環境保全課） 

報 告 年 月 日  令和４年６月２０日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 道路下水道局総務部下水道料金課 

提供先（利用する課）  環境局環境監理部環境保全課 

 

（報告事案150号） 

取 扱 い の 概 要 

「福岡市子ども習い事応援事業」における助成対象者へ案内文を送付するも

の。 

子ども習い事応援事業は、福岡市の生活保護世帯又は児童扶養手当受給世帯

のうち小学校５年生から中学校３年生までの保護者を対象に、子どもの習い事

費用を助成するものである（令和４年７月から助成開始）。 

本事業は子どもの貧困対策の一環として実施するもので、対象者にはプッ

シュ型の案内を行うこととしているため、実施機関が保有する生活保護及び児

童扶養手当受給者情報を利用するもの。 

実 施 機 関 福岡市長（こども未来局こども部こども見守り支援課） 

報 告 年 月 日 令和４年８月１０日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 福祉局生活福祉部保護課、こども未来局こども部こども家庭課 

提供先（利用する課）  こども未来局こども部こども見守り支援課 
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（報告事案151号） 

取 扱 い の 概 要 

市長室広報戦略室広報課（以下「広報課」という。）においては、市民へ広

く市政情報を提供するため、広報紙「ふくおか市政だより」を月２回発行して

いる。 

 当該個人情報の利用に関しては、視覚障がい者の方へ「市政だより点字版・

音声版」を作成し、利用希望者へ発送している。利用希望については、氏名・

住所・利用媒体を聴取し、ふくおか市政だより点字版・音声版利用者名簿へ記

載している。また、名簿については、担当職員のパソコンへ保存し、パスワー

ド設定のうえ、管理している。 

当課では、令和４年11月20日執行の福岡市長選挙の際に、立候補者の氏名、

経歴、政見等を掲載した文書（以下「選挙公報」という。）を発行しており、

この選挙公報については、視覚障がい者の選挙権行使に便宜を図るため、点字

版・音声版の製作も行っている。当該個人情報を保有する広報課においては、

視覚障がい者に対する市政広報の充実を図るために市政だよりの点字版・音声

版を発行しており、当課が発行する選挙公報の点字版・音声版の発行について

も、市政広報の充実という目的も有しているため、同一の対象者へ送付するこ

とが望ましいと考え、当該個人情報の提供を受けたもの。 

実 施 機 関  福岡市選挙管理委員会（選挙管理委員会事務局選挙課） 

報 告 年 月 日  令和４年１１月２４日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 市長室広報戦略室広報課 

提供先（利用する課）  選挙管理委員会事務局選挙課 

 

（報告事案152号） 

取 扱 い の 概 要 

議会事務局調査法制課（以下「調査法制課」という。）においては、市民へ

広く市議会情報を提供するため、広報紙「ふくおか市議会だより」を年５回発

行している。 

当該個人情報の利用に関しては、視覚障がい者の方へ「ふくおか市議会だよ

り点字版・音声版」を作成し、利用希望者へ発送している。利用希望について

は、氏名・住所・利用媒体を聴取し、ふくおか市議会だより点字版・音声版利

用者名簿へ記載している。また、名簿については、担当職員のパソコンへ保存

し、パスワード設定のうえ、管理している。 

当課では、令和４年11月20日執行の福岡市長選挙の際に、立候補者の氏名、

経歴、政見等を掲載した文書（以下「選挙公報」という。）を発行しており、

この選挙公報については、視覚障がい者の選挙権行使に便宜を図るため、点字

版・音声版の製作も行っている。当該個人情報を保有する調査法制課において

は、視覚障がい者に対する市政広報の充実を図るために市議会だよりの点字

版・音声版を発行しており、当課が発行する選挙公報の点字版・音声版の発行

についても、市政広報の充実という目的も有しているため、同一の対象者へ送

付することが望ましいと考え、当該個人情報の提供を受けたもの。 

実 施 機 関  福岡市選挙管理委員会（選挙管理委員会事務局選挙課） 

報 告 年 月 日  令和４年１１月２４日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 議会事務局調査法制課 

提供先（利用する課）  選挙管理委員会事務局選挙課 
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（報告事案153号） 

取 扱 い の 概 要 

医療法人が運営している通所リハビリの事業所に対し、福岡県が運営指導を

実施した結果、当該事業所は、介護報酬について福岡市の被保険者１名分につ

いて過誤による調整が必要となった。 

福岡県は、当該事業所が過誤調整を行っていない場合、継続して指導する必

要があるが、過誤処理の実施状況は本市でしか把握することができず、本市か

らの情報提供がなければ、福岡県が当該事務の目的を達成することが困難であ

る。 

そのため、福岡県からの依頼に基づき過誤処理の金額及び過誤処理の完了年

月日について情報提供を行ったもの。 

実 施 機 関  福岡市長（福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日 令和５年１月６日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）①】 

収集先（利用させる課） 福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  福岡県南筑後保健福祉環境事務所 

 

（報告事案154号） 

取 扱 い の 概 要 

組合内の指定居宅サービス事業所に対し、組合が運営監査を実施したとこ

ろ、不適切な請求の事案が確認された。対象事業所の利用者の中に、本市の被

保険者が２名含まれており、不適切な請求の実態を把握及び精査を行うため

に、本市が保有する給付実績の情報提供が必要となった。 

組合は、本市からの給付実績の情報提供がなければ、本市の被保険者にかか

る返還金の確定ができず、当該事務の目的を達成することが困難である。 

そのため、組合からの依頼に基づき給付実績の情報提供を行ったもの。 

実 施 機 関  福岡市長（福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和５年２月１４日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）①】 

収集先（利用させる課） 福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  鳥栖地区広域市町村圏組合 

 

（報告事案155号） 

取 扱 い の 概 要 

本市に在住する高齢者などの保健福祉に関するニーズ・意識などを把握する

ことにより、「第９期介護保険事業計画」の策定に必要な基礎的データを収

集・分析するとともに、本市の高齢者福祉施策の向上に資することを目的とし

た、福岡市高齢者実態調査の実施のため、介護保険サービス対象者の情報が必

要となる。 

福祉局高齢社会部介護保険課の保有する介護保険サービス対象者のデータを

もとに、福祉局高齢社会部高齢社会政策課においてアンケート調査を行ったも

の。 

実 施 機 関  福岡市長（福祉局高齢社会部高齢社会政策課） 

報 告 年 月 日 令和５年２月１５日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  福祉局高齢社会部高齢社会政策課 
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（報告事案156号） 

取 扱 い の 概 要 

地下水汚染や土壌汚染が発見された場合に原因究明や周辺の地下水汚染状況

を把握する井戸水検査を実施するため、井戸所有者の情報が必要となる。 

入手した井戸所有者等のデータは、環境保全課において井戸水調査及び飲用

指導を行うために使用するもの。 

実 施 機 関 福岡市長（環境局環境監理部環境保全課） 

報 告 年 月 日 令和５年３月２４日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 水道局総務部営業企画課 

提供先（利用する課）  環境局環境監理部環境保全課 

 

（報告事案157号） 

取 扱 い の 概 要 

地下水汚染や土壌汚染が発見された場合に原因究明や周辺の地下水汚染状況

を把握する井戸水検査を実施するため、井戸所有者の情報が必要となる。 

入手した井戸所有者等のデータは、環境保全課において井戸水調査及び飲用

指導を行うために使用するもの。 

実 施 機 関 福岡市長（環境局環境監理部環境保全課） 

報 告 年 月 日 令和５年３月２４日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 道路下水道局総務部下水道料金課 

提供先（利用する課）  環境局環境監理部環境保全課 

 

（報告事案158号） 

取 扱 い の 概 要 

福岡県が指定通所介護の事業所に対し、運営指導を実施した結果、当該事業

所は、介護報酬について福岡市の被保険者４名分について過誤による調整が必

要となった。 

福岡県は、当該事業所が過誤調整を行っていない場合、継続して指導する必

要があるが、過誤処理の実施状況は本市でしか把握することができず、本市か

らの情報提供がなければ、福岡県が当該事務の目的を達成することが困難であ

る。 

そのため、福岡県からの依頼に基づき過誤処理の金額、過誤処理の方法及び

完了年月日についての情報提供を行ったもの。 

実 施 機 関 福岡市長（福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日 令和５年３月３０日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）①】 

収集先（利用させる課） 福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  福岡県南筑後保健福祉環境事務所 

 

（２）公益上の取扱いに関する基準に定める類型に準じる事案 

個人情報の取扱いについて、審議会会長の意見を聴くこととし、会長専決により処理を行いますが、令

和４年度は該当がありませんでした。 

 

（３）上記の（１）（２）に該当しない事案 

個人情報の取扱について、審議会へ諮問してその意見を聴くこととなっていますが、令和４年度は該当

がありませんでした。 
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８ 個人情報の漏えい等の状況 

令和４年度に報告された、個人情報の漏えい等の事案の件数は、表１１のとおりです。 

 

表１１ 

（単位：件） 

 令和４年度 漏えい等事案の件数 

 

総 件 数 

発 生 形 態 別 

誤送付 誤交付 誤廃棄 紛失 
ネット

流出 
盗難 その他 

９２ ４５ １８ ０ １７ ０ ０ １２ 

規 

模 

別 

１～５人 
４４ １７ ０ １２ ０ ０ ６ 

６～５０人 
１ １ ０ ３ ０ ０ ２ 

５１～１００人 
０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

１０１～１０００

人 
０ ０ ０ ２ ０ ０ ２ 

１００１人以上 
０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

不明 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

【参考】                                       （単位：件） 

 令和３年度 漏えい等事案の件数 

 

総 件 数 

発 生 形 態 別 

誤送付 誤交付 誤廃棄 紛失 
ネット

流出 
盗難 その他 

９４ ４７ １１ １ １５ ４ ０ １６ 

規 

模 

別 
１～５人 

４６ １１ ０ ９ ２ ０ １０ 

６～５０人 
１ ０ ０ ４ １ ０ ５ 

５１～１００人 
０ ０ １ １ ０ ０ ０ 

１０１～１０００

人 
０ ０ ０ ０ １ ０ ０ 

１００１人以上 
０ ０ ０ １ ０ ０ １ 

不明 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

（表１１の主な内容） 

１ 令和４年５月 （紛失）各世帯の住所及び世帯主氏名 ４０８名分 

・自治会において、市の広報物配布のために貸与されている個人情報が記載された書類が所在不明と

なったもの。 
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２ 令和４年７月 （その他）事業の対象となる子どもの氏名 ５３名分 

・子育て世帯に電子クーポンを交付する事業の受託事業者が、利用申込が完了した53名に手続き完了

のメールを送信する際に、対象者一覧から氏名を読み込む作業にミスがあり、その結果、メール文

中に別人の氏名が表示されたもの。 

３ 令和４年７月 （その他）生徒及び保護者の氏名 １，６２１名分 

・市立中学校において、教頭が、保護者にアプリを通じてメッセージを送信する際に、誤って生徒の

氏名及びその保護者名、居住町名が記載されたデータを添付し、送信したもの。 

４ 令和４年12月 （その他）アンケート回答者の住所、氏名及び電話番号等 最大２０５名分 

 ・ウォーキング大会参加者のアンケートを実施する受託事業者が、アンケートに使用したアプリの集

計ページにおいて、他の回答者の個人情報が閲覧できる状態となっていたもの。 

５ 令和５年２月 （その他）相談者のメールアドレス １３５名分 

・アーティスト支援施設を運営する受託事業者が、過去の相談者に対して、事業紹介のメールを送信

する際、BCCで送信すべきところを誤ってToで送信したもの。 

６ 令和５年３月 （紛失）利用者の住所、氏名及び口座情報等 ３９７名分 

 ・市が運営する公共施設予約システムの利用者登録申請業務において、個人情報が記載された書類の

一部を紛失したもの。 

 


